
 
 

 

令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務 

（大阪住まいセンター） 

掲示文兼入札説明書 

 

標記の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書に

よるものとする。 

 

 

１ 入札等実施要領 

２ 競争参加資格等 

３ 入札心得書（物品購入等） 

４ 使用印鑑届及び委任状（様式） 

５ 入札書及び封筒（様式） 

６ 内訳明細書（様式） 

７ 単価契約書 

８ 仕様書 

９ 個人情報等の保護に関する特約条項 

10 提出書類（様式） 

 

 

 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンター 

 

 

 



 
 

１ 入札等実施要領 

１ 掲示日 

   令和７年 12 月 18 日 

 

２ 発注者の氏名及び名称 

   独立行政法人都市再生機構業務受託者 

   株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンター 

    センター長 櫻井 崇 

 

３ 業務概要 

（1）業務名称 令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター） 

（2）業務内容 別添仕様書による。 

（3）履行期間 令和８年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

（4）履行場所 別添仕様書による。 

 

４ 競争参加資格確認申請書（以下「申請書等」という。）の提出期限、提出場所及び

提出方法 

（1） 提出期限 令和８年１月 15 日（木） 

ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法 

律第 178 号）に規定する休日（以下「祝日」という。）及び年末年始を

除く毎日、午前 10 時から午後５時まで 

（2） 提出場所 〒536-8522 

大阪府大阪市城東区森之宮 2-9-204 

    独立行政法人都市再生機構業務受託者 

    株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンター 

    お客様相談課 電話 06-6968-4455 

（3）提出方法 持参又は郵送とする。 

ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所へ連絡のうえ、持

参すること。また、郵送の場合は、一般書留郵便又はレターパック等の

配達記録が証明できるもの（以下「書留郵便等」という。）で提出期限

までに必着とする。封筒に入札件名及び「申請書在中」と朱書きする

こと。 

 

５ 競争参加資格の確認通知 

（1）競争参加資格の確認通知 

申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和８年１月 29 日（木）



 
 

に郵送により通知する。ただし、その後開札の時までの期間に本件業務の実施場所

を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。 

（2）苦情申立て 

申請書を提出した者のうち、５（1）で競争参加資格確認がないと認められた者は、

通知した日の翌日から起算して５日（「行政機関の休日に関する法律」（昭和 63 年

法律第 91号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まな

い）以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説

明を求めることができる。 

当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を

求めることができる最終日の翌日から起算して５日以内（休日を含まない）に書面

により回答する。 

 

６ 質問書の提出及び回答 

（1）入札、仕様等に対する質問は、「質問書（様式は任意）」を提出すること。 

① 提出期限 令和８年１月 29 日（木） 

       ただし、土曜日、日曜日及び祝日、年末年始を除く毎日、午前 10 時

から午後５時まで 

② 提出方法 持参または郵送とする。 

ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、持参する

こと。また、郵送の場合は、書留郵便等で提出期限までに必着とし、

封筒に入札件名及び「質問書在中」と朱書きすること。 

③ 提出場所 ４（2）と同じ 

（2）質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。 

① 閲覧期間 令和８年２月５日（木）から令和８年２月 13 日（金）まで 

         ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後

５時まで 

  ② 閲覧場所 ４（2）と同じ 

 

７ 入札手続等 

（1）入札書の提出期限、提出場所及び提出方法  

① 提出期限 令和８年２月 12 日（木）午後５時  

② 提出場所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 3-3-20  

明治安田生命大阪梅田ビル 18 階 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 西日本業務センター 

契約課 電話 06-7526-5019 



 
 

  ③ 提出方法 書留郵便等で提出期限までに必着とする。表封筒に入札件名及び

「入札書在中」と朱書きすること。 

※提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。 

（2）開札の日時及び場所  

① 日 時 令和８年２月 13 日（金） 午前 10時 30 分 

② 場 所 独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 西日本業務センター 

※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会は不要とする。 

 

８ 公正な入札の確保 

  入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 

（1）入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和 22 年法

律第 54 号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

（2）入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札 

価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければな 

らない。 

（3）入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的

に開示してはならない。 

 

９ 入札方法等 

（1）本件は単価契約である。入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の

合計とし、当該業務に係る一切の諸経費を含んだ総価を５ 入札書及び封筒（様式）

に示す入札書に記載するものとし、入札書には６ 内訳明細書（様式）に示す内訳

明細書も添付すること。内訳明細書に記載の総額と入札書に記載の金額に相違があ

った場合及び内訳明細書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。 

なお、予定数量は過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注

を確約するものではない。 

（2）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 10に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100

に相当する金額を入札書に記載すること。  

（3）落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。 

（4）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

 

10 入札の無効 



 
 

本説明書に示した競争参加資格確認のない者、申請書に虚偽の記載をした者及び入札

に関する条件に違反した者の行った入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者

としていた場合には落札決定を取り消す。 

 

11 落札者の決定方法 

独立行政法人都市再生機構会計規程（平成 16 年独立行政法人都市再生機構規定第４

号）第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

12 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 

13 入札保証金及び契約保証金 免除 

 

14 入札手続きにおける交渉の有無 無 

 

15 契約書作成の要否 要 ７ 単価契約書により契約書を作成するものとする。また

同日付で、９ 個人情報等の保護に関する特約条項を締結する。 

 

16 支払条件 ７ 単価契約書のとおり。 

 

17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方

針」（平成 22 年 12 月７日閣議決定）において、「独立行政法人と一定の関係を有す

る法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引

等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。 

これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームペ

ージで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応

札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。  

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。 

また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力

のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。  

（1）公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めて

いること 

② 都市機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又



 
 

は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問

等として再就職していること 

（2）公表する情報 

上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の

名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報

を公表する。 

① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者（機構ＯＢ）の人数、職名及び

機構における最終職名 

② 機構との間の取引高 

③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のい

ずれかに該当する旨 ３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満

又は３分の２以上 

④ １者応札又は１者応募である場合はその旨 

（3）当方に提供いただく情報 

① 契約締結日時点で在職している機構ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及び

機構における最終職名等） 

② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高  

（4）公表日 

契約締結日の翌日から起算して 72日以内 

 

18 公示から業務開始までのスケジュール 

令和７年 12 月 18 日（木） 競争参加資格確認申請書受付（～令和８年１月 15 日） 

             質問書受付（～令和８年１月 29 日） 

入札説明書交付（～令和８年２月 13 日） 

令和８年１月 29日（木） 競争参加資格の確認通知 

令和８年２月 12日（木） 入札書提出期限 

令和８年２月 13日（金） 開札 

令和８年２月 20日（金） 契約締結 

令和８年４月１日（水）  業務開始  



 
 

２ 競争参加資格等 

１ 競争参加資格 

（1）次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。 

① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当す

る者 

② 申請書等の提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構

から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている者 

③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法等

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（一般競争参加資格の再認定を

受けた者を除く。） 

④ 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者 

（詳細は都市機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入

札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する

標準契約書等について」→「（入札説明書等別紙）暴力団又は暴力団員が実質的

に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照） 

（2）次の要件をすべて満たしている者であること。 

 申請書等の提出期限までに、令和７・８年度独立行政法人都市再生機構西日本地

区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資

格を有すると認定された者であること。  
※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは関係ありませ

んのでご注意ください。 

 

 競争参加資格審査については 、下記（一般競争参加資格の申請）のとおり 

一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（物品購入等）及び添付書類を提出して 

役務提供に係る競争に参加する資格の審査を申請すること（詳細は機構ホームページ

→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事

項を参照）。 

（一般競争参加資格の申請）   

①  申請期間(到着期限)： 令和７年12月18日（木）から令和８年１月７日（水）

（競争参加資格申請の提出期限日の５営業日前）までの土曜日、日曜日、祝日

及び年末年始を除く毎日、午前９時15分から午後５時40分まで（午前11時45分

～午後０時45分除く。） 

②  申請先： 〒860－0804 熊本県熊本市中央区辛島町５－１ 

日本生命熊本ビル12階 令７・８資格審査担当  (電話096-288-1652) 

③  申請方法： 原則として電子メール方式による（詳細は、上記ＨＰ中「電子

メール申請ガイド」に従うこと。）。 



 
 

 

上記到着期限の１営業日前正午までに７（１）② まで事前に連絡を行ったうえで、

上記ガイド従い同午後５時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス

及びパスワード（有効期限有。）通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申

請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加すること

ができない。 

 

   

２ 競争参加者に求められる義務 

（1）競争参加者は、上記１（2）の資格を有することを証明するため、１ 入札等実施

要領４（1）に定められる日時までに 10 提出書類（様式）競争参加資格確認申請

書（様式１－１）に必要書類を添えて提出しなければならない。 

（2）発注者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならな

い。 

 
３ その他 
（1）入札参加者は、３ 入札心得書を熟読し、入札心得を遵守すること。 

（2）入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。 

（3）当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。 

（4）当社に提出された書類は返却しない。 

（5）当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。 

（6）提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。 

（7）競争参加資格の審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者で

あっても、開札の時において上記１の資格のない者は、落札対象としない。 

  



 
 

３ 入札心得書 

入札心得書（物品購入等） 

 

（目的） 

第１条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社ＵＲコミュニティ（以下「当社」

という。）が締結する令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンタ

ー）の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、

関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。 

（入札等） 

第２条 一般競争に参加しようとする者（以下「入札参加者等」という。）は、入札説

明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならな

い。この場合において入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説

明を求めることができる。 

２ 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札説明書に示した期限まで

に提出しなければならない。 

３ 入札書は書留郵便等をもって提出するものとする。この場合には、封筒は二重封筒

として、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、業務件名、開札日時及び入札企業名等を

記載した中封筒に入札書及び入札根拠資料を入れ、入札書の提出期限までに発注者あ

ての親書で提出しなければならない。 

  また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、

入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 

４ 前項の入札書は、入札書の提出期限に到着しないものは無効とする。 

５ 入札参加者等が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければなら

ない。 

また、委任状の押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」

の氏名・連絡先を記載することとする。 

６ 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加

者等の代理をすることはできない。 

７ 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ず

る者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、

入札書の提出をもって誓約したものとする。 

（入札の辞退） 

第２条の２ 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退する

ことができる。 

２ 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところに

より申し出るものとする。 



 
 

一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又

は郵送（入札執行日の前日までに到着するものに限る。）して行う。 

二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行す

る者に直接提出して行う。 
３ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受

けるものではない。 

（公正な入札の確保） 

第２条の３ 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

22 年法律第 54号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札参加者等は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札

価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければなら

ない。 

３ 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に

開示してはならない。 

（内訳明細書） 

第３条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳明細書を用意しておかなければ

ならない。 

（入札の取りやめ等） 

第４条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正

に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させ

ず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 

（入札書の引換の禁止） 

第５条 入札参加者等は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換

え、変更又は取消しをすることはできない。 

（入札の無効） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参

加することはできない。 

一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき 
二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき 
三 入札金額の記載を訂正したとき 
四 入札者（代理人を含む。）の記名押印のないときまたは記名（法人の場合はその名

称及び代表者の記名）の判然としないとき（押印を省略する場合は「本件責任者

及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。） 
五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額またはこれを超える金額をもっ

て入札を行ったとき 
六 １人で同時に２通以上の入札書をもって入札を行ったとき 



 
 

七 明らかに連合によると認められるとき 
八 第２条第７項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき 
九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な

条件を具備していないとき 
  （開札等） 

第７条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場

所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。 

（落札者の決定） 

第８条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札

者とする。 

（再度の入札） 

第９条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うもの

とする。 

２  前項の再度の入札は、原則として１回を限度とする。 

（同価の入札者が２人以上ある場合の落札者の決定） 

第 10 条  落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、別途通知した日

に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者

のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員に

くじを引かせて落札者を決定するものとする。 

（入札参加者の制限） 

第 11 条  次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後２年間競争入札に

参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者に

ついてもまた同様とする。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量に関して不

正の行為があった者 
二 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得

るために連合した者 
三 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者 
四 監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 
六 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 
（契約書等の提出） 

第 12 条 落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書を提出しなければならない。

ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。 

２ 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 



 
 

（異議の申立） 

第 13 条  入札参加者等は、入札後この心得書、仕様書等の契約内容説明等についての

不明を理由として異議を申立てることはできない。 

以 上 

  



 
 

４ 使用印鑑届及び委任状（様式） 

 

入札に係る提出書類について 

 

１  代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印

影照合を行うため、使用印鑑届（実印を使用印とする場合も含む）及び印鑑証明書正

本（原本発行日から３か月以内）を提出してください。（一度提出していただければ、

競争参加資格の認定期間中は有効です。（最長２年間））また、記載内容に変更が生じ

た場合、再度提出してください。 

 

２  代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状

及び印鑑証明書正本（原本発行日から３か月以内）を提出してください。 

（一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。（最長２年

間））また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 

 

３  代理人の方が入札される場合、委任状を提出してください。 

   なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが

可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・

連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び

印鑑証明書正本の提出は不要です。 

 

以 上 

  



 
 

使用印鑑届（様式） 
 

 

使 用 印 鑑 届 
 
 

使用印 

 

実印 

 

 
上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関し

て使用する印鑑としてお届けします。 
 

令和  年  月  日 
 

住 所 
商号又は名称 
代表者             印 

         
  

独立行政法人都市再生機構業務受託者 
株式会社ＵＲコミュニティ 
大阪住まいセンター 

センター長 櫻井 崇  殿 

 
 
 
注１ 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場

合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出るこ

と。 

２ 本届には、印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。なお、委任状

又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１部で足りる。 

 



 
 

 

使 用 印 鑑 届 
 
 

使用印 

 
 
 

実印または 
使用印 

実印 

 
 
 

実印 

 
上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関し

て使用する印鑑としてお届けします。 
 

令和  年  月  日 
 

住 所 
商号又は名称 
代表者             印 

         
  

独立行政法人都市再生機構業務受託者 
株式会社ＵＲコミュニティ 

住まいセンター 
センター長        殿 

 
 
 
注１ 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場

合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出るこ

と。 

２  本届には、印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。なお、委任状

又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は１部で足りる。 

  

記載例 

提出日 

実印 



 
 

年間委任状（様式） 

年 間 委 任 状 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンター 

 センター長 櫻井 崇 殿 

 

（委任者）住所  

     商号又は名称 

     氏名                印 

 

（受任者）住所 

     商号又は名称 

     氏名                印 

 

私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンターの発注する、物品役務に関し、 

下記の権限を委任します。 

 

記 

１ 委任事項 

(1) 入札及び見積に関する件 

(2) 契約の締結及び履行に関する件 

(3) 契約代金の請求及び受領に関する件 

(4) 復代理人の選任に関する件 

(5) 契約保証に関する件 

(6) 共同企業体に関する件 

(7) その他契約に関する一切の件 

 

２ 委任期間 

   令和  年  月  日 から 令和９年３月 31 日 まで 

 

 

代理人（受任者） 

使用印鑑 

 

 



 
 

委任状（様式） （押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須） 

 

委   任   状 

 

 

私は       を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンターの発注する「令和８・９年度ス

ズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター）」に関し、下記の権限を委任

します。 

 

記 

１ 入札に関する一切の件 

 

２ 

 

代 理 人 

使用印鑑 
 

 

令和  年  月  日 

 

（委任者）住        所   
   商号又は名称  

                代   表   者         印 
 
                   （受任者）住        所 
               氏     名          印 

 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンター 
センター長 櫻井 崇 殿 

 

 

 

注１ 委任状には、委任者の印鑑証明書（原本・発行日から３か月以内）を添付すること。 
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。 

２ 委任事項は、明確に記載すること。 



 
 

委任状（様式）（押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可） 

  

委   任   状 

 

私は       を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者

株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンターの発注する「令和８・９年度ス

ズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター）」に関し、下記の権限を委任

します。 

 

 

記 

１ 入札に関する一切の件 

２ 

 

令和  年  月  日 

 

（委任者）住    所   
   商号又は名称  

                代  表  者          
 
                   （受任者）住     所 
               氏     名           

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンター 
センター長 櫻井 崇  殿 

 

 

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                   

担当者（会社名・部署名・氏名）：                     

連絡先（電話番号）１ ：                         

連絡先（電話番号）２ ：                         

 

 

 
注１ 委任事項は、明確に記載すること。 
２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 
 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。 



 
 

５ 入札書及び封筒（様式） 

 

入 札 書 
 

 

 

金              円（税抜） 

※内訳明細書を同封してください 
 

 

 

ただし、令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター） 

 

入札心得書（物品購入等）、入札説明書を承諾の上、入札します。 

 

令和  年  月  日 

 

住    所 

商号又は名称 

代 表 者             印※1 

（代 理 人） 

 

 

 独立行政法人都市再生機構業務受託者 

 株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンター 

  センター長 櫻井 崇 殿 

 

開札結果通知先ファクシミリ番号  

 

 

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                   

担当者（会社名・部署名・氏名）：                      

連絡先（電話番号）１ ：                          

連絡先（電話番号）２ ：                          

 

 
※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 

 



 
 

（中封筒見本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 押印を省略する場合は封筒に「（押印省略）」と朱書きすること。 

 

※上の様式は中封筒の様式である。表封筒の宛先については以下のとおりであるので、 

注意されたい。 

 

＜表封筒 宛先＞ 

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル18階 

独立行政法人都市再生機構業務受託者  

株式会社ＵＲコミュニティ 西日本業務センター 契約課 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

住
所 

  
 
 
 
 
 
 

商
号
又
は
名
称 

 
 
 
 
 
 
 

氏
名 

 

裏 表 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
業
務
受
託
者 

株
式
会
社
Ｕ
Ｒ
コ
ミ
□
ニ
テ
□ 

大
阪
住
ま
い
セ
ン
タ
□ 

 

セ
ン
タ
□
長 

櫻
井 
崇 

殿 

件
名 

令
和
８
・
９
年
度
ス
ズ
メ
バ
チ
等
の
巣
撤
去
業
務
□
大

阪
住
ま
い
セ
ン
タ
□
□
入
札
書 

開
札
日 

令
和
８
年
２
月
13
日 

午
前
10
時
30
分 

□
押 

印 

省 
略
□ 

封 

委任している場合は、代理人の氏名 



会社名：

（税抜） （税抜）

№
ハチの種類

（巣の大きさ/状態）
地上高さ

この金額を記載してください↑

予定数量

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合計

円

円

円

円

2

12 ２ｍ未満

小計（1～15）…（A）

その他のハチ

ヶ所

ヶ所

ヶ所

ヶ所

10 ２ｍ未満 2

11 ２ｍ以上 2

ミツバチ（分封）

6 アシナガバチ ２ｍ未満 20

7 アシナガバチ ２ｍ以上 30

ヶ所

ヶ所

ヶ所

回

ヶ所

円

円

円

円

円

円

合計（A）+（B）

ヶ所

ヶ所

ヶ所

回

回
現地調査費　（B） － 10

8

13 ２ｍ以上 3

14
高所作業車
（作業上やむを得ない場合）

作業床の高さが
10ｍ未満

円

円

2

15
作業床の高さが
10ｍ以上

8 ２ｍ未満 2

ミツバチ（営巣）

9 ２ｍ以上 2

3 ２ｍ未満 8

4 ２ｍ以上 3

5 オオスズメバチ 殺虫のみ 3

スズメバチ（15㎝以上）

1 ２ｍ未満 10

2 ２ｍ以上 3

ヶ所

ヶ所

スズメバチ（15㎝未満）

※業務内容は、巣の撤去及びハチの駆除を含みます。

※現地調査費は業務の発注を依頼され、現地調査の結果、巣の確認が出来なかった場合。

内 訳 明 細 書

令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター）

※入札書に同封して下さい。

※予定数量は過去の実績を基に算出した数量であり、発注を確約した数量ではない。

※内訳明細書の合計額と入札書の額は同額とし、異なる場合は無効とする。

円

円

円

円

円

単価

円

円

円

６ 内訳明細書（様式）



７ 単価契約書  

単 価 契 約 書 

 

 

１ 契約の名称    令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター） 

 

２ 履行場所     別添仕様書別表２のとおり 

 

３ 仕様       別添仕様書のとおり 

 

４ 履行期間     令和８年４月１日から令和10年３月31日まで 

 

５ 契約単価     別紙１のとおり 

 

上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。 

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１

通を保有する。（ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的

記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が

施された電磁的記録を保管するものとする。）。 

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

 

 

発注者    住 所 

氏 名                 印 

 

    

受注者  住 所 
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（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の役務（以下「業務」という。）に関し、この契約書に定

めるもののほか、仕様書（別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下

同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

２ 受注者は、頭書の履行期間（以下「履行期間」という。）中、発注者からの発注を受けて

仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金（以下「請負代金」という。）を支払

うものとする。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ

てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（一括再委託等の禁止） 

第３条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。 

２ 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あら

かじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とす

る。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせよう

とするときは、この限りでない。 

（発注手続） 

第４条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、履行場所、営巣場所、ハチ

の種類、履行期限等を記載した発注者所定の注文書（別紙２）（以下「注文書」という。）

を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものと

する。 

（受注者の請求による履行期限の延長） 

第５条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限（以下「履

行期限」という。）内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あら

かじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、

発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

（損害の負担） 

第６条 業務の履行に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）は、受注者の負担

とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発

注者が負担するものとする。 

（物価等の変動に基づく契約単価の改定） 

第７条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第９条第１項の単価表の額が不相当となった

ときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。 

（検査及び引渡し） 

第８条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、直ちに完了報告書（別紙３）を

作成し、発注者に提出するものとする。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務

の完了を確認するための検査を行わなければならない。 

３ 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注



 
 

者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査の合格の日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、

成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。 

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務を

やり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、

前各項の規定を準用する。 

（請負代金の支払い） 

第９条 受注者は、前条第２項の検査に合格したときは、別紙１の単価表に基づき算定した

請負代金を発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月１日以降その支払請求書を

発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、

これを受注者に支払うものとする。 

３ 発注者がその責めに帰すべき理由により第８条第２項又は第５項の検査を行わないとき

は、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間（以

下「約定期間」という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日

数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日

において満了したものとみなす。 

（契約不適合責任） 

第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合し

ないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代

替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契

約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を

請求することができない。 

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する

ことができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直

ちに代金の減額を請求することができる。 

一 履行の追完が不能であるとき。 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をし

ないでその時期を経過したとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を

受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要が

あるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受

注者とが協議して定めるものとする。 



 
 

（発注者の催告による解除権） 

第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。  

一 第２条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させ

たとき。 

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 

三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込み

がないと認められるとき。 

四 正当な理由なく、第10条第１項の履行の追完がなされないとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除

することができる。 

 一 第２条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 

二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を

達成することができないとき。 

三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒

絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達

することができないとき。 

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。 

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡し

たとき。 

八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。 

九  受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ  役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する

事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同

じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど



 
 

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

していると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手

方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約

の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 十 第17条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の催告による解除権） 

第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽

微であるときは、この限りでない。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者

は、前条の規定による契約の解除をすることができない。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損

害の賠償を請求することができるものとする。 

一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 

二 成果物に契約不適合があるとき。 

三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代

えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額（この契約締結後、契約単価又は予定数

量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量

をいう。次条において同じ。）の10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期

間内に支払わなければならない。 

一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者

の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 



 
 

 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第

75号）の規定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法

律第154号）の規定により選任された管財人 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法

律第225号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応

じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年（365日当たり）３パーセントの割合で計算

した金額を請求することができるものとする。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第17条の２  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の

請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の１に相当する額を違約金として発

注者の指定期間内に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22

年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構

成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条

の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命

令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁

止法第63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。) 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」とい

う。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者

等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合におけ

る当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、

この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は

第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為

の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命

令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定し

たときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引

分野に該当するものであるとき。 

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１

号に規定する刑が確定したとき。 

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該

期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 



 
 

（受注者の損害賠償請求等） 

第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第９条第２項の規定による請負代金の支払いが

遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年（365日当たり）

2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間等） 

第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第８条第４項の規定による引渡し（以下こ

の条において単に「引渡し」という。）を受けた日から１年以内に契約不適合である旨を受

注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代

金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることがで

きない。 

２ 前項において受注者が負うべき責任は、第８条第２項の規定による検査に合格したこと

をもって免れるものではない。 

３ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定

にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等

をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な

過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

（賠償金等の徴収） 

第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指

定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間

を経過した日から契約金額支払いの日まで年（365日当たり）３パーセントの割合で計算し

た利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追

徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年（365日当たり）３

パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 

（適用法令） 

第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、

又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民

法の規定を適用するものとする。 

（管轄裁判所） 

第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、

覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管

轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（契約外の事項） 

第 23 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者と

が協議して定めるものとする。 

 
以 上 

 

 



別紙１

（税抜）

№
ハチの種類

（巣の大きさ/状態）
地上高さ

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

※複数のハチの巣撤去の場合は、別途協議とする。

令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター）単価表

単価

3

1

2

現地調査費 －

14

15

高所作業車
（作業上やむを得ない場合）

作業床の高さが
10ｍ未満

作業床の高さが
10ｍ以上

11 ２ｍ以上

10 ２ｍ未満

ミツバチ（分封）

13 ２ｍ以上

12 ２ｍ未満

その他のハチ

7 アシナガバチ ２ｍ以上

２ｍ未満

9 ２ｍ以上

8 ２ｍ未満

6 アシナガバチ

ミツバチ（営巣）

スズメバチ（15㎝未満）

スズメバチ（15㎝以上）

5 オオスズメバチ 殺虫のみ

4 ２ｍ以上

２ｍ未満

２ｍ以上

２ｍ未満



別紙２

御中

独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社ＵＲコミュニティ

大阪住まいセンター

次のとおりスズメバチ等の巣撤去業務を依頼します。

履行期限

名称

担当者 連絡先

形状・寸法

依頼日 令和  年  月  日

アシナガバチ オオスズメバチ

ミツバチ（営巣） ミツバチ（分封） その他のハチ

令和  年  月  日

予想される
ハチの種類

スズメバチ等の巣撤去業務注文書

株式会社URコミュニティ
大阪住まいセンター お客様相談課発注者及び担当者

別紙 位置図のとおり。

団地名

地上高さ

備考欄

巣の状況（閉鎖又は開
放空間等具体的な場
所）

スズメバチ

営巣場所



別紙３
令和        年        月        日

独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社URコミュニティ　大阪住まいセンター  

受注者　         　　　　　　　　　印

下記のとおり完了いたしましたので報告いたします。

団地名

営巣場所

品名

使用量

　上記の業務が完了したことを確認する。

　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　センター長　櫻井　崇　　殿

　依頼のありました、スズメバチ等の巣撤去業務　〇〇団地について、

完　了　確　認　書

スズメバチ アシナガバチ オオスズメバチ

実施日時

※完了報告書には、巣の撤去前、撤去作業中、撤去後が分かる写真を添付すること。

完　了　報　告　書

令和　　年　　月　　日

ミツバチ（営巣） ミツバチ（分封） その他のハチ

現場の状況 ハチの種類

実施場所

検　査　員　　　　　　　　　　　　　　　　印

責　任　者　　　　　　　　　　　　　　　　印

薬剤使用量



８ 仕様書 

別添 

仕 様 書 

 

１ 件名 

令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター） 

２ 対象業務及び予定数量 

別表１「対象業務一覧表」のとおり。 

３ 履行場所 

別表２「対象団地一覧表」のとおり。 

４ 発注手続 

発注者から受注者に対して、別紙２注文書により業務を依頼するものとする。 

発注者から注文書により依頼があった場合は、受注者は履行期限までに業務を実施する

ものとする。 

受注者は、注文書に基づく本業務の履行後、速やかに別紙３完了報告書を作成し、発注

者に提出するものとする。 

５ 費用の負担 

名目の如何を問わず、業務の履行に関して発生する一切の費用はすべて受注者の負担と

する。※高所作業車使用は除く。 

６ その他 

（１）業務従事者は、受注者の職員である身分証明書の呈示を行い、身分を明らかにする名

札等を着用すること。 

（２）業務にあたっては周辺の住民及び通行人等に危害が及ばないように十分な安全措置を

講じること。 

（３）業務は、原則として平日または土曜日の 8：00～17：00 までの間に行うこととし、日

曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）の作業は実施しないこととする。ただし、緊急

の場合または発注者からの指示がある場合はこの限りではない。 

（４）巣の撤去時に周辺の掃除も実施する。 

（５）作業前・中・後の写真を提出すること。 

（６）脚立等を使用し高所作業を行う場合は、事故防止のため、作業員に保護具を着用させ

関係法令を遵守すること。 

（７）居住者等からの業務に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、

受注者の負担と責任において行うこと。 

（８）現地調査費は、業務の発注を依頼され、現地調査の結果、巣の確認ができなかった場

合に支払う。 

（９）現地調査の結果、複数のハチの巣が確認された場合は、発注者、受注者の別途協議と

する。 

（10）農薬の選定にあたっては、別表３「令和６年度版選定農薬」の中から、団地の特性及

び病害虫の種類や発生状況等に応じて適切なものを選定すること。なお、別表３「令

和６年度版選定農薬」が更新された場合には、更新されたものによるものとする。 

（11）農薬の使用及び薬剤の散布にあたっては、農薬取締法及び「住宅地等における農薬使



 
 

用について」（平成 25 年 4 月 26 日付環水大土発第 1304261 号）の定めを厳守し、ま

た「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」（平成 22 年 5月（令和 2年 5月改

訂）環境省）を参考とし、周辺の状況及び通行人などに細心の注意を払いながら作業

を行うこと。 

（12）居住者への周知内容等 

 ① 農薬を使用する防除工事等の実施にあたって、居住者に周知する事項は、次のとおり

とする。 

  イ 適用薬剤の散布日時 

  ロ 適用薬剤の散布場所 

  ハ 散布する適用薬剤の種類又は商品名若しくはその略称 

  二 適用薬剤の散布時及び散布後における注意事項 

  ホ 社名と作業担当者の氏名及び連絡先 

 ② ①に規定する事項に係る居住者への周知方法は、張り紙（適用薬剤の散布前）、携帯

マイク（適用薬剤の散布時）、立て看板（適用薬剤の散布場所）等とし、必要に応じ、

適宜これらを組み合わせること。 

（13）本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者、受注者の別途協議のう

え、決定するものとする。 

以  上 

 



別表１

№
ハチの種類

（巣の大きさ/状態）
地上高さ

ヶ所

ヶ所

ヶ所

ヶ所

ヶ所

ヶ所

ヶ所

ヶ所

14
高所作業車
（作業上やむを得ない場合）

作業床の高さが
10ｍ未満

2

15
作業床の高さが
10ｍ以上

2

12 ２ｍ未満

ヶ所

8

13 ２ｍ以上

11 ２ｍ以上 2

ミツバチ（分封）

※複数のハチの巣撤去の場合は、別途協議とする。

現地調査費 － 10

3

ヶ所

ヶ所

回

回

回

その他のハチ

9 ２ｍ以上 2

ミツバチ（営巣）

10 ２ｍ未満 2

7 アシナガバチ ２ｍ以上 30

8 ２ｍ未満 2

5 オオスズメバチ 殺虫のみ 3

6 アシナガバチ ２ｍ未満 20

3 ２ｍ未満 8

スズメバチ（15㎝以上）

4 ２ｍ以上 3

対象業務一覧表

予定数量

1 ２ｍ未満 10

スズメバチ（15㎝未満）

2 ２ｍ以上 3

ヶ所

ヶ所



別表２

対象団地一覧表

団地名 住所

山本 八尾市山本南三丁目１番

香里 枚方市香里ケ丘九丁目５番１他

西長堀 大阪市西区北堀江四丁目２番４０

上六 大阪市中央区上本町西五丁目３番１９

梅田 大阪市北区万歳橋３番８

守口駅前 守口市本町一丁目５番８

西上汐 大阪市中央区上汐二丁目４番３

西谷町 大阪市中央区谷町九丁目４番７

中宮町 大阪市旭区高殿五丁目１２番６ 

森之宮 大阪市城東区森之宮一丁目

桃谷 大阪市生野区桃谷一丁目１０番２２

住吉 大阪市住之江区粉浜西三丁目１番

中宮第三 枚方市中宮北町１番

天満橋北 大阪市北区天満一丁目２０番９

八戸の里 東大阪市小阪三丁目５番２５

桜川 大阪市浪速区桜川三丁目１番５

大宮町 大阪市旭区高殿四丁目２２番５

桜丘 枚方市桜丘５番

寝屋川 寝屋川市明徳二丁目５番他



千島 大阪市大正区千島二丁目４番

南港前 大阪市住之江区南港東一丁目６番

森之宮第二 大阪市城東区森之宮二丁目

玉串元町 東大阪市玉串元町二丁目１１番５３

釈尊寺第二 枚方市釈尊寺町２５番

南港ひかりの 大阪市住之江区南港中四丁目２番

東門真 門真市脇田町２番

リバーサイドながら　 大阪市北区長柄東三丁目２番

南新田 大東市南新田一丁目

リバーサイドしろきた 大阪市旭区都島区毛馬町二丁目１１番

南港わかぎの 大阪市住之江区南港中二丁目２番

玉串西 東大阪市玉串西町三丁目４番

リバーサイドほんじょう 大阪市北区本庄東三丁目８番他

夕陽丘 大阪市天王寺区生玉寺町７番５４

磯路公園 大阪市港区磯路二丁目１２番

リバーサイドもりぐち 守口市外島町２番

南港しらなみ 大阪市住之江区南港中三丁目３番

さざなみプラザ 大阪市北区長柄東二丁目１番

関目中すみれハイツ 大阪市城東区関目二丁目１８番

さざなみプラザ第２ 大阪市北区長柄東一丁目４番

リバーサイドともぶち第二 大阪市都島区友渕町一丁目３番

さざなみプラザ第３ 大阪市北区長柄東一丁目５番



長居南ハイツ 大阪市住吉区苅田二丁目１３番２５

谷町４丁目シティハイツ 大阪市中央区谷町四丁目８番３０

さざなみプラザ第５ 大阪市北区国分寺一丁目２番

さざなみプラザ第４ 大阪市北区長柄東一丁目４番

エステート喜連東 大阪市平野区喜連東三丁目１１番４１

サンラフレ朝潮橋 大阪市港区港晴二丁目７番

パークアベニュー長居 大阪市住吉区長居四丁目１番２０

さざなみプラザ第７ 大阪市北区長柄東二丁目３番

シティコート寝屋川 寝屋川市東大利町１８番２

ポートサイド築港 大阪市港区築港一丁目９番

リビエール関目 大阪市城東区古市二丁目１番

さざなみプラザ第６ 大阪市北区国分寺一丁目２番

桜ノ宮リバーシティ中央 大阪市都島区中野町五丁目

さざなみプラザ第８ 大阪市北区長柄東二丁目８番

プロムナーデ関目 大阪市城東区古市三丁目９番他

サンヴァリエ苅田 大阪市住吉区苅田九丁目１３番

ヌーヴェル鴻池 東大阪市中鴻池町二丁目３番１３

サンヴァリエ東長居 大阪市住吉区長居東二丁目１５番

都島リバーシティ 大阪市都島区大東町三丁目３番

アーベイン天王寺 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目１８番

サンヴァリエ針中野 大阪市東住吉区湯里三丁目２番

アーベイン緑橋 大阪市東成区東今里一丁目５番



香里ヶ丘みずき街 枚方市香里ケ丘二丁目４番１

シティコート千島三丁目 大阪市大正区千島三丁目１番２５

アミティ中宮北町 枚方市中宮北町２番

八尾若草 八尾市若草町１番

香里ヶ丘けやき東街 枚方市香里ケ丘三丁目１番他

アーベイン桜ノ宮駅前 大阪市都島区中野町四丁目２０番

南船場 大阪市中央区南船場二丁目６番１２

サンヴァリエ西田辺 大阪市阿倍野区播磨町三丁目１番

アーベインなんば 大阪市浪速区湊町二丁目１番３４

ふれあいプラザ長居公園南 大阪市住吉区長居東一丁目２７

船場淡路町 大阪市中央区淡路町二丁目４番７

船場瓦町 大阪市中央区瓦町一丁目５番１０

アーベインなんばウエスト 大阪市浪速区湊町二丁目２番２２

香里ヶ丘さくらぎ街 枚方市香里ケ丘五丁目７番他

サンヴァリエあべの阪南 大阪市阿倍野区王子町四丁目１番

アミティひらかた宮之阪 枚方市宮之阪二丁目５番６０



令和６年度版　選定農薬（※） ※農薬取締法において樹種や病虫害の種類等により定められた登録農薬を使用することが義務づけられており、この登録農薬は日々更新されている。

　使用の際は、必ず農林水産省等がホームページ等を通じて公表する最新の情報を確認した上で、該当する登録農薬を使用すること。

【殺虫剤-1：基幹的殺虫剤】発生頻度が高く人への害がある害虫に対して使用する殺虫剤

グループ 一般名
IRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生

樹
木

ス
ジ
キ
リ
ヨ
ト
ウ

シ
バ
ツ
ト
ガ

タ
マ
ナ
ヤ
ガ

ア
カ
フ
ツ
ヅ
リ
ガ

シ
バ
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ゾ
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シ
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ガ
ネ
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シ
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ケ
ラ

チ
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ヤ
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オ
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類
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シ
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リ
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ラ
ガ
類

チ
ャ
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イ
マ
イ
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オ
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カ
レ
ハ

マ
ツ
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レ
ハ

シ
ン
ク
イ
ム
シ
類

ハ
マ
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ム
シ
類

シ
ャ
ク
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シ
類

ハ
バ
チ
類

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

カ
メ
ム
シ
類

カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
類

ツ
ツ
ジ
グ
ン
バ
イ
ム
シ

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類

ハ
ダ
ニ
類

カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ

マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ

マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ

ボ
ク
ト
ウ
ガ

コ
ス
カ
シ
バ

カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ

被
害
の
初
期
段
階
に
有
効

被
害
の
拡
大
時
に
も
有
効

スタイナーネ
マカーポカプ
サエ

― バイオセーフ その他
250万
頭/ｇ

当
－ ○ 〇 ○

※1

幼
※1

△
※1

△
※2

〇
※2

△
※2

〇
※3

○

※1 散布・土壌灌注
※2 木屑排出孔を中心に薬液が滴
るまで樹幹注入
※3 虫糞が見られる所を中心に主
幹部全体に散布

天敵線虫の体内に共生する細菌が
害虫に殺虫作用を示す生物農薬。
冷暗所（約5℃）に保存し、乾燥及
び冷凍はさける。薬液は30℃以下
の水で直射日光が当たらない場所
で調製し、地温が15℃以下では線
虫の活動が低下して効果が劣るた
め、低温下の使用は避ける。

○ ○

バシレックス
水和剤

水和剤 10% ― ○ ○ ○ ○ ○ 〇 △ ○ △ ○ ○ ×

ゼンターリ顆
粒水和剤

水和剤 10% ― ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 △ ○ ○ ×

デルフィン顆
粒水和剤

水和剤 10% ― ○ 〇 ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ×

トアロー水和
剤ＣＴ

水和剤 7% ― ○ 〇 ○ ○ △ ○ ○ ×

トアローフロ
アブルCT

水和剤 7% ― ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ×

トレボン乳剤 乳剤 20% 普 ○ 〇 〇 〇 △ 〇 △ ○ ○

サニーフィー
ルドMC

マイクロカ
プセル剤 20% 普 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 ○

サニーフィー
ルド乳剤

乳剤 30% 普 ○ ○ ○ ○ ○ 成 幼 ○ △ ○

ジフルベンズ
ロン

デミリン水和
剤

水和剤 23.5% 普 ○ 〇 〇 ○ 〇 △ △ ○

テフルベンズ
ロン

ノーモルト乳
剤

乳剤 5% 普 ○ △ △ △ △ ○ ○

クロマフェノ
ジド

18
マトリックフ
ロアブル

水和剤 5% 普 ○ 〇 △ ○

（凡例） ○：害虫に適用登録がある（有効）　　△：同名の害虫に特定樹種等で適用登録がある　 成：成虫に有効　幼：幼虫に有効
「IRACコード」：殺虫剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する
「製剤毒性」：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字（「特」「毒」「劇」）を、指定されていないものは「普」と表記

※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A～Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が掲載
　されているため、使用時にはこちらを参照すること

使用段階
幹部加害性・その他根部加害性

汚
れ
が
残
り
落
ち
難
い

食葉性

作用特性・使用上の留意点

芝：対象害虫 樹木：対象害虫

昆虫成長
制御剤

ピレスロイ
ド系

農薬の種類

エトフェンプ
ロックス

特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

吸汁性食葉性

3A

15

ちょう目の若齢幼虫に有効。老令
期には効果が劣るため時期を失し
ないようにする。
防除効果が表れるまで４，５日か
かる（遅効性である）ことを承知
して使用する。

11ABT剤

ちょう目幼虫の脱皮を阻害し殺虫
させる。効果の発現するまで３日
から５日を要する。発生初期、若
齢幼虫または若～中齢幼虫に効
果。

生物殺虫剤

農薬の性状
毒
性

適用

広範囲の害虫に有効なピレスロイ
ド系。

異
臭
・
悪
臭
が
強
い

V892860
タイプライターテキスト
別表３




【殺虫剤-2：補完的殺虫剤】基幹的殺虫剤で対処するもの以外の害虫等に対して使用する殺虫剤（使用条件に特に留意して限定的に使用）

グループ 一般名
IRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生

樹
木

ス
ジ
キ
リ
ヨ
ト
ウ

シ
バ
ツ
ト
ガ

タ
マ
ナ
ヤ
ガ

ア
カ
フ
ツ
ヅ
リ
ガ

シ
バ
オ
サ
ゾ
ウ
ム
シ

コ
ガ
ネ
ム
シ
類

ケ
ラ

チ
ガ
ヤ
シ
ロ
オ
カ
イ
ガ
ラ

ケ
ム
シ
類

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ

イ
ラ
ガ
類

チ
ャ

ド
ク
ガ

マ
イ
マ
イ
ガ

オ
ビ
カ
レ
ハ

マ
ツ
カ
レ
ハ

シ
ン
ク
イ
ム
シ
類

ハ
マ
キ
ム
シ
類

シ
ャ

ク
ト
リ
ム
シ
類

ハ
バ
チ
類

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

カ
メ
ム
シ
類

グ
ン
バ
イ
ム
シ
類

ツ
ツ
ジ
グ
ン
バ
イ
ム
シ

カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
類

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類

ハ
ダ
ニ
類

カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ

マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ

マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ

ボ
ク
ト
ウ
ガ

コ
ス
カ
シ
バ

カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ

天然殺虫剤 マシン油 ―
機械油乳剤
等

乳剤 95% 普 ○ ○ ○ ○
害虫の体の表面を油で
覆い窒息死させる。

植物に影響のでない冬期
(発芽前)に使用する。

オルトラン粒
剤

粒剤 5% 普 ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 〇 ○
成分が植物(芝、野菜
など）の根から吸収さ
れて殺虫作用を示す。

樹高２㎡以下に適用、生
育期に散布する。

オルトランカ
プセル

その他 97% 普 〇 ○ ○ ○ △ ○
樹幹注入剤。薬剤が浸
透した葉を食べた幼虫
に効果を発揮する。

適用害虫の発生期直前に
使用する。幹周囲10cm
毎に注入孔を開けて施工
する必要があること、効
果は注入後10日間程度
であるため、被害の状
況、時期など総合的にみ
て使用を判断する。

オルトラン液
剤

液型 15% 普 ○ 幼 △ ○ ○

オルトラン水
和剤

水和剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成 ○ △ ○ ○ ○ ○

MEP スミチオン 乳剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ ○ 幼 ○ ○ 〇 ○ △ △ 〇 ○

MEP乳剤
スミパイン乳
剤

乳剤 80% 普 ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
成虫の発生初期又は直前
に散布する。

スティンガー
フロアブル

水和剤 42% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ロックオン 水和剤 5% 普 〇 〇 〇 △

クロラントラ
ニリプロール

シンジェンタ
アセルプリン

水和剤 18.4% 普 ○ ○ ○ ○ ○ 幼 ○ ○

モスピラン液
剤

液剤 2% 普 ○ ○ △ ○

年間、多回数の防除を要
する害虫(アブラムシ、
グンバイムシ等）に使
用。

マツグリーン
液剤２

液剤 2% 普 ○ ○ 〇 △ ○ △ ○ 〇 〇 成
カミキリムシ類にも有
効。

28

チョウ目害虫に主に摂
食により取り込まれ
て、接触活動停止によ
り効果を発揮する。

有機リン系、ピレスロイ
ド系に比べると速効的で
はないが残効性に優れ
る。広く使用されるた
め、抵抗性マネージメン
トには留意が必要。

アセフェート

有機リン系

広範囲の害虫に有効で
ある。

成分が植物体内に浸透
して広範囲の害虫に有
効。

1B

フルベンジア
ミド

殺虫剤として広く使用さ
れ、抵抗性、周辺環境等
に配慮することから、他
剤では防除が困難な害虫
に限定する。

使用上の留意点作用特性

特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

異
臭
・
悪
臭
が
強
い

汚
れ
が
残
り
落
ち
難
い

農薬の性状 適用
樹木：対象害虫

根部加害性 食葉性 吸汁性

アセタミプリ
ド

効果が長続きする。ア
ブラムシ等の有機リン
剤に抵抗性がある害虫
にも有効。

ネオニコチ
ノイド系

4A

農薬の種類
毒
性 幹部加害性・その他

芝：対象害虫

食葉性

ジアミド系



【殺虫剤-2：補完的殺虫剤】基幹的殺虫剤で対処するもの以外の害虫等に対して使用する殺虫剤（使用条件に特に留意して限定的に使用）

グループ 一般名
IRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生

樹
木

ス
ジ
キ
リ
ヨ
ト
ウ

シ
バ
ツ
ト
ガ

タ
マ
ナ
ヤ
ガ

ア
カ
フ
ツ
ヅ
リ
ガ

シ
バ
オ
サ
ゾ
ウ
ム
シ

コ
ガ
ネ
ム
シ
類

ケ
ラ

チ
ガ
ヤ
シ
ロ
オ
カ
イ
ガ
ラ

ケ
ム
シ
類

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ

イ
ラ
ガ
類

チ
ャ

ド
ク
ガ

マ
イ
マ
イ
ガ

オ
ビ
カ
レ
ハ

マ
ツ
カ
レ
ハ

シ
ン
ク
イ
ム
シ
類

ハ
マ
キ
ム
シ
類

シ
ャ

ク
ト
リ
ム
シ
類

ハ
バ
チ
類

ア
ブ
ラ
ム
シ
類

カ
メ
ム
シ
類

グ
ン
バ
イ
ム
シ
類

ツ
ツ
ジ
グ
ン
バ
イ
ム
シ

カ
イ
ガ
ラ
ム
シ
類

ア
ザ
ミ
ウ
マ
類

ハ
ダ
ニ
類

カ
ミ
キ
リ
ム
シ
類

ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ

マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ

マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ

ボ
ク
ト
ウ
ガ

コ
ス
カ
シ
バ

カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ

使用上の留意点作用特性

特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

異
臭
・
悪
臭
が
強
い

汚
れ
が
残
り
落
ち
難
い

農薬の性状 適用
樹木：対象害虫

根部加害性 食葉性 吸汁性
農薬の種類

毒
性 幹部加害性・その他

芝：対象害虫

食葉性

ペルメトリン
園芸用キン
チョールE

ｴｱｿﾞﾙ 0.2% 普 ○ ○ ○ △ ○ △ ○

フェンプロパ
トリン

ロビンフッド ｴｱｿﾞﾙ 0.02% 普 ○ ○ ○ ○ ○

酒石酸モラン
テル

―
グリンガー
ド・エイト／
NEO

液剤 8% 普 ○ 〇 ○
樹幹注入剤。効力5年
（NEOは7年）

ミルベメクチ
ン

マツガード 乳剤 2% 普 ○ △ 〇 ○
同上。効力５年。マツ
のハダニにも有効

ショットワ
ン・ツー液剤

液剤 2% 普 ○ 〇 ○ 同上。効力６年。

リバイブ 液剤 1.9% 普 ○ ○ ○ ○ ○

樹幹注入剤。
薬剤が浸透した葉を食
べた幼虫等に効果を発
揮する。マツノザイセ
ンチュウに対する効果
持続期間は通常2年。

発生前～発生初期に時期
を逸しないよう施工す
る。落花直後や展葉初期
には薬液が分散しにくい
ので、葉が十分に展開し
てから処理する。比較的
に孔の大きさが小さく、
孔の数も少なくて施工で
きる。

殺ダニ剤
エトキサゾー
ル

10B
バロックフロ
アブル

水和剤 10% 普 ○ ○
樹木類に適用がある殺
ダニ剤。

抵抗性を回避するため、
年1回使用とする。

生物殺虫剤
ボーベリアブ
ロンニアティ
剤

―
バイオリサ・
カミキリ

その他
1×

10^7cfu

/c㎡
― ○ △ ○

自然界に生息する昆虫
病原菌を活用した微生
物農薬。カミキリムシ
成虫が本剤に触れると
菌に感染し、約1 〜2
週間で死亡する。

殺虫効果は設置後約30
日間持続

誘引剤
ケルキボルア
剤

―
カシナガコー
ル

その他 78% 普 ○ ○
カシノナガキクイムシ
を大量誘引できる集合
フェロモン剤。

ナラ集団枯損地の生木又
は伐倒木に春季～夏季に
設置する。効果は約6週
間。

（凡例） ○：害虫に適用登録がある（有効）　　△：同名の害虫に特定樹種等で適用登録がある　 成：成虫に有効　幼：幼虫に有効
(注） 網掛けした害虫には原則として基幹的農薬を使用する。補完的農薬を使用する際は部分的（スポット）使用とする。

「製剤毒性」：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字（「特」「毒」「劇」）を、指定されていないものは「普」と表記
「IRACコード」：殺虫剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する

※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A～Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が
　掲載されているため、使用時にはこちらを参照すること

カミキリムシ幼虫には、
樹幹･樹枝の食入孔にﾉｽﾞ
ﾙを差し込み噴射する。

主にマツザイゼンチュウ
防除に使用する。使用時
期・薬量を守る。樹幹部
に注入孔を開ける。処理
後は孔を穴埋栓や癒合剤
でふさぐ。

殺線虫剤

エマベクチン
安息香酸塩液
剤

6

ピレスロイ
ド系

3A
接触毒のため狙い撃ち
により効果を発揮す
る。



【殺菌剤-1：基幹的殺菌剤】発生頻度が高く被害が拡大しやすい病害に対して使用する殺菌剤

グループ 一般名
FRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生

樹
木

さ
び
病

ヘ
ル
ミ
ン
ト
ス
ポ
リ
ウ
ム
病

カ
ー

ブ
ラ
リ
ア
葉
枯
病

フ
ェ

ア
リ
ー

リ
ン
グ
病

葉
腐
病
（

ラ
ー

ジ
パ
ッ

チ
）

葉
腐
病
（

ブ
ラ
ウ
ン
パ
ッ

チ
）

疑
似
葉
腐
病
（

春
は
げ
症
）

疑
似
葉
腐
病
（

象
の
足
跡
）

ネ
ク
ロ
テ
ィ
ッ

ク
リ
ン
グ
ス
ポ
ッ

ト
病

雪
腐
病

立
枯
病
（

ゾ
イ
シ
ア
デ
ク
ラ
イ
ン
）

炭
そ
病

褐
斑
病

う
ど
ん
こ
病

斑
点
病
（

シ
ュ
ー

ド
サ
ー

コ
ス
ポ
ラ
）

ご
ま
色
斑
点
病

輪
紋
葉
枯
病

灰
色
か
び
病

幼
果
菌
核
病
・
菌
核
病

白
絹
病
・
く
も
の
巣
病

縮
葉
病
（

越
冬
性
病
原
菌
）

枝
枯
細
菌
病

さ
び
病

患
部
切
取
口
の
癒
合
促
進
・
胴
枯
病

発
生
の
初
期
段
階
に
有
効

被
害
の
蔓
延
時
に
も
有
効

トップジンＭ 水和剤 70% 普 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

トップグラス
ドライフロアブル

水和剤 70% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

ジプロコナ
ゾール

センチネル顆粒水
和剤

水和剤 40% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○
広範囲の病害を同時に防除できる。透移行性に優
れ、少水量で安定した効果が長期間得られる。

○ △

トリフルミ
ゾール

トリフミン水和剤 水和剤 30% 普 ○ ○
樹木類のうどんこ病に防除効果を示すほか、ウメの
黒星病などの果樹の一部病害に適用がある。

○ △

トリホリン サプロール乳剤 乳剤 18% 普 ○ △ ○ ○ △ △
芝生の他、一部の果樹、観葉植物、花卉で農薬登録
がある。

○ △

イミベンコナ
ゾール

マネージ乳剤 乳剤 5% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 芝の病害、樹木類のうどんこ病に有効。 ○ △

ダコニール1000 水和剤 40% 普 △ △ △ △ △ △
主に観葉植物、花卉、果樹、ツツジ類などに農薬登
録がある。広範囲の病気に効果がある園芸用殺菌
剤。

○ △

ダコニールターフ 水和剤 53% 普 ○ ○ 藻類の除去に農薬登録もある。 ○ △

（凡例） ○：病害に適用登録がある（有効）　　△：同名の病害に特定樹種等で適用登録がある　
（注） 基本的に発生の初期段階に使用する。

「FRACコード」：殺菌剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する
「製剤毒性」：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字（「特」「毒」「劇」）を、指定されていないものは「普」と表記

※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A～Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が
　掲載されているため、使用時にはこちらを参照すること

M

3

植物に浸透性を有し、広範囲の病害に有効である。
発病初期の使用により激発時の蔓延防止ができる。

ベンゾイミ
ダゾール系

チオファネー
トメチル

農薬の種類 農薬の性状
特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

作用特性

1

その他合成
殺菌剤

ＴＰＮ水和剤

使用段階
毒
性

適用 芝：適用病害 樹木：適用病害
異
臭
・
悪
臭
が
強
い

汚
れ
が
残
り
落
ち
難
い

ステロール
生合成阻害
剤



【殺菌剤-2：補完的殺菌剤】基幹的殺菌剤で対処するもの以外の病害に対して使用する殺菌剤（使用条件に特に留意して限定的に使用）

グループ 一般名
FRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生

樹
木

さ
び
病

ヘ
ル
ミ
ン
ト
ス
ポ
リ
ウ
ム
病

カ
ー
ブ
ラ
リ
ア
葉
枯
病

フ

ェ
ア
リ
ー
リ
ン
グ
病

葉
腐
病

（
ラ
ー
ジ
パ

ッ
チ

）

葉
腐
病
（

ブ
ラ
ウ
ン
パ
ッ

チ
）

疑
似
葉
腐
病

（
春
は
げ
症

）

疑
似
葉
腐
病

（
象
の
足
跡

）

ネ
ク
ロ
テ

ィ
ッ
ク
リ
ン
グ
ス
ポ

ッ
ト
病

雪
腐
病

立
枯
病

（
ゾ
イ
シ
ア
デ
ク
ラ
イ
ン

）

炭
そ
病

褐
斑
病

う
ど
ん
こ
病

ご
ま
色
斑
点
病

斑
点
病

（
シ

ュ
ー
ド
サ
ー
コ
ス
ポ
ラ
菌

）

も
ち
病

白
紋
羽
病

灰
色
か
び
病

幼
果
菌
核
病
・
菌
核
病

白
絹
病
・
く
も
の
巣
病

サ
ク
ラ
天
狗
巣
病

さ
び
病

枝
枯
細
菌
病

患
部
切
取
口
の
癒
合
促
進
・
胴
枯
病

有機リン系 トリクロホスメチル 14
グランサー水和
剤

水和剤 75% 普 ○ ○ ○ ○
リゾクトニア菌に効果を示
す。

秋から春先の感染期・発病初期に使用する。この時期
以外の使用は西洋芝には薬害がある。

その他合成
酸アミド系

イソプロチオラン
フルトラニル

6・7
グラステン水和
剤

水和剤
20%

+25％
普 ○ ○ ○ ○ ○

芝生に発生する諸病害
に有効。

毎年発生がみられる場合は予防的に使用する。秋10
月か春3月に使用する。

ジチオカーバ
メメート系

マンゼブ M
ペンコゼブ水和
剤

水和剤 80% 普 ○ ○ 〇 〇
予防効果が高い。カシ類
の生垣等に発生のある枝
枯細菌病にも有効。

発病初期に使用する。

チオファネートメ
チル

トップジンＭペー
スト

ペースト
剤

3% 普 ○ 〇 ○
剪定切口に病原菌の侵
入を防止する。

樹木の剪定・整枝後の切口に塗布する。

ベノミル
ベンレート水和
剤

水和剤 50% 普 〇 〇 △

浸透移行作用で病原菌
の侵入予防と退治効果
を発揮。ばらの黒星病、う
どんこ病によく使用されて
いる。

発病初期に使用する。

酸アミド系 メプロニル 7
バシタック水和
剤75

水和剤 75% 普 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ △

さび病菌、リゾクトニア菌
に効果。ツツジやツバキ
に発生するもち病にも有
効。

発病初期に使用する。毎年発生がみられる場合は予防
的に使用する。

尿素系 ペンシクロン 20
セレンターフ顆
粒水和剤

水和剤 50% 普 ○ ○
リゾクトニア菌に高い効果
を示す。

リゾクトニア菌以外の病害には効果が劣るので、使用し
ないか、有効な薬剤と併用する。

ジカルボキシ
イミド系

ロブラール 水和剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ △
リゾクトニア菌、ヘルミント
スポリウム菌に有効、ウメ
の灰色かび病にも有効。

毎年発生がみられる場合は予防的に使用する。秋10
月か春3月。

有機リン・ジカ
ボキシイミド
系

プルーデンス水
和剤

水和剤
40%

+17％
普 ○ 〇 ○ ○ リゾクトニア菌に有効。

毎年発生がみられる場合は予防的に使用する。秋10
月か春3月。

イミノクタジン酢
酸塩・ポリオキシ
ン

M ポリベリン水和剤 水和剤
5%

+15％
普 ○ ○ 〇

樹木うどんこ病、灰色か
び病に有効な2成分を配
剤。

発病前か発病初期に使用する。

ポリオキシンＤ亜
鉛塩

19
ポリオキシンＺド
ライフロアブル

水和剤 11.3% 普 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
芝生に発生する諸病害
に有効。

春はげ症、ラージパッチの多発が予想される場合は、散
布回数を増やす。洋芝には高濃度で薬害発生に注意。

フルアジナム 29 フロンサイドSC 水和剤 39.5% 普 ○ △ △
土壌灌注により紋羽病に
効力。

ウメや一部果樹に農薬登録あり。

イミベンコナゾー
ル

マネージ乳剤 乳剤 5% 普 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ 芝、樹木に登録をもつ。

メトコナゾール 芝美人 液剤 20% 普 ○ 〇 ○ ○ 〇 〇 〇 発病前か発病初期に使用する。

メトキシアクリ
レート系

アゾキシストロビ
ン

11
ヘリテージ顆粒
水和剤

水和剤 50% 普 ○ ○ ○ ○ ○
広範囲の病害に有効。
残効期間が長く、散布回
数が少なくてすむ。

耐性菌の発達回避のために過度の連用を避ける。

（凡例） ○：病害に適用登録がある（有効）　　△：同名の病害に特定樹種等で適用登録がある　
（注） 発病部・被害部、その周辺部に使用する。リゾクトニア菌は、菌糸により土壌伝染し植物の根部を犯す代表的な病原菌で、芝生では被害が大きい病害。
（注） リゾクトニア菌が原因となる日本芝の代表的病気は葉腐病（ラージパッチ）,疑似葉腐病（春はげ症）疑似葉腐病（象の足跡）,の3つである。また、洋芝ではブラウンパッチがそうであるが、本病気は一部の日本芝でも羅病する。

「FRACコード」：殺菌剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する
「製剤毒性」：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字（「特」「毒」「劇」）を、指定されていないものは「普」と表記

※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A～Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が
　掲載されているため、使用時にはこちらを参照すること

イプロジオン 2

使用上の留意点

農薬の種類 農薬の性状
毒
性

適用 日本芝：適用病害 樹木：適用病害

ステロール生
合成阻害剤

病原菌の細胞壁の生成
阻害作用をもつ。芝生や
果樹の防除剤として主力
を占める薬剤。

異
臭
・
悪
臭
が
強
い

汚
れ
が
残
り
落
ち
に
く
い

特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

作用特性

その他合成
殺菌剤・抗生

物質剤

3

ベンゾイミダ
ゾール系

1



【除草剤：発芽前処理剤（主に土壌処理）】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用する

グループ 一般名
HRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生
地

樹
木
等

雑
草
発
生
前

雑
草
発
生
始
・
初
期

雑
草
生
育
期

芝
休
眠
期
に
限
定
使
用
等

広
葉
雑
草

イ
ネ
科
雑
草

広
葉
雑
草

ハ
マ
ス
ゲ
・
ヒ
メ
ク
グ

イ
ネ
科
雑
草

特
に
有
効
な
雑
草
種

効
果
の
劣
る
雑
草
種

レナシル レンザー 水和剤 80% 普 ○ ○
コウライシバに生え
る秋期の一年生雑草

○ ○
一年生イネ科
雑草や一年生
広葉雑草

一年生雑草の発生を抑え
る。スズメノカタビラには
発生後の散布も効果あり。

秋期の雑草発生前に使用す
る。西洋芝への使用は避け
る。ターフ形成前又は老質
化した芝生では使用をさけ
る。

ハイバーX 水和剤 80% 普

ハイバーX粒剤 粒剤 5% 普

ダイロン微粒剤 微粒剤 3% 普 〇 ○ ○ 　
一年生雑草
ツツジ類、つばき
類、樹木等に適用

○ ○
微粒剤。ツツジの上から散
布できる。

植栽地を除く樹木等の周辺
地に雑草茎葉散布及び土壌
散布。葉についた薬剤は払
い落す。

カーメックスＤ 水和剤 80% 普 〇 〇 〇
一年生雑草
一部の果樹にも適用

○ ○ 〇

ダイロン 水和剤 80% 普 〇 〇 〇 一年生雑草 ○ ○

アゾリルカ
ルボキシア
ミド系

カフェンスト
ロール

15 ハイメドウ 水和剤 50% 普 ○ ○ 一年生イネ科雑草 ○

メヒシバ、ア
キメヒシバ、
スズメノカタ
ビラ等

キク科
芝には影響なく、イネ科雑
草に有効。

寒冷地型洋芝への使用は避
ける。

アルキルア
ジン系

トリアジフラ
ム

イデトップフ
ロアブル

水和剤 30% 普 ○ 〇 ○ 〇 一年生雑草 ○ ○
スズメノカタ
ビラ
３葉期まで

春期90-120日、秋期
150-180日の持続効果が
ある。

洋芝には薬害がある。
植栽地を除く樹木等の周辺
地には使用可。

コンクルード
顆粒水和剤

水和剤 50% 普 〇 〇 一年生雑草 〇 〇
スズメノカタ
ビラ、メヒシ
バ

セルロース生合成を阻害し
て効力を発揮。
春処理で120日以上、秋処
理で180日以上の持続効
果。

乳剤との混用は凝固、沈殿
を起こして、タンク車等の
目詰まりの原因となるため
避ける。
張芝、播き芝の直後の散布
は避ける。

グラフテイ顆
粒水和剤

水和剤 50% 普 〇 〇 一年生雑草 〇 〇

セルロース生合成を阻害し
て効力を発揮する土壌処理
型の除草剤。直接茎葉へ散
布をしなければ樹木下への
散布が可能。

周辺樹木への飛散により、
春先の新梢展開時には影響
があるので注意。

ニトリル系 DBN カソロン粒剤 粒剤 2.5% 普 〇 〇 〇 〇
一年生雑草
多年生広葉雑草

〇 〇 〇

ヨモギ、ギシ
ギシ、ヤブガ
ラシ、スギナ
等

イネ科雑草
種子の発芽も抑え、秋冬期
に使用すると初夏まで雑草
を抑える。

果樹類の開花期前後の使用
は結実不良などを生じるお
それがあるので避ける

隣接する水田に薬剤が流入
して薬害を生じたケースが
ある。有用植物の根から吸
収されると薬害を乗じるた
め、万一の流入等に備え
て、有用樹木、水田やハウ
ス、井戸周辺などでは散布
をしないこと

ササ類、竹
類、ヨシ、ス
スキ、ドクダ
ミ、イタド
リ、クズ、ヤ
ブガラシ、ヒ
ルガオ等

散布後土壌中で土の粒子
（コロイド）に吸着され、
安定した処理層を形成する
ため、散布前後に大雨が
あった場合や、土壌が流亡
しやすい傾斜地での使用で
ない限りは効果を発揮。

すべての雑草
鉄道敷など雑草の侵
入を許したくない場
所に使用することが
多い

○ ○ ○

DCMU

フルポキサム

ウラシル系

ブロマシル

トリアゾロ
カルボキサ
ミド系

ウレア系

農薬の性状
毒
性

適用場
所

使用時期

○ ○○ ○

防除対象

対象雑草種 異
臭
・
悪
臭
が
強
い

汚
れ
が
残
り
落
ち
に
く
い

特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

○ ○

1年生雑草の発生初期（20
ｃｍまで）に処理すること
で枯草効果もある。

植栽地を除く樹木等の周辺
地に雑草茎葉散布又は全面
土壌散布。雑草発生期のダ
イロン使用に展着剤を併用
する。

29

使用上の留意点

一年生 多年生 ラベル特記事項

作用特性

5

農薬の種類



【除草剤：発芽前処理剤（主に土壌処理）】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用する

グループ 一般名
HRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生
地

樹
木
等

雑
草
発
生
前

雑
草
発
生
始
・
初
期

雑
草
生
育
期

芝
休
眠
期
に
限
定
使
用
等

広
葉
雑
草

イ
ネ
科
雑
草

広
葉
雑
草

ハ
マ
ス
ゲ
・
ヒ
メ
ク
グ

イ
ネ
科
雑
草

特
に
有
効
な
雑
草
種

効
果
の
劣
る
雑
草
種

農薬の性状
毒
性

適用場
所

使用時期

防除対象

対象雑草種 異
臭
・
悪
臭
が
強
い

汚
れ
が
残
り
落
ち
に
く
い

特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

使用上の留意点

一年生 多年生 ラベル特記事項

作用特性

農薬の種類

ベンズアミ
ド 系

プロピザミド カーブ 水和剤 50% 普 ○ ○ 一年生雑草 ○ ○ キク科
低温時で有効、秋冬期で6カ
月有効。スズメノカタビラ
は秋冬発生初期に有効。

春か秋のいずれかに使用
し、両方には使用しない。
ベントグラスには薬害あ
り。

プロジアミン クサブロック 水和剤 65% 普 ○ ○ 一年生雑草 ○ ○ キク科
150日以上の効き目があ
る。

雑草の発芽後には劣る。
芝の活着前、芝種子の播種
後1年以内は使用しない。

ペンディメタ
リン

ウェイアップ 水和剤 45% 普 ○ 〇 ○ 一年生雑草 ○ ○ キク科 持続性大、120日。
雑草の発生前に使用する。
植栽地を除く樹木等の周辺
地に散布可能。

バナフィン 水和剤 58% 普 ○ ○ △ ○

バナフィン 粒剤 2.5% 普 ○ ○ △ ○

トリフルラリ
ン

トレファノサ
イド乳剤

乳剤 44.5% 普 〇 ○ 一年生雑草 ○ ○

キク科
アブラナ科
ツユクサ科
ｶﾔﾂﾘｸﾞｻ科

多くの作物や非食用分野で
使用でき、イネ科雑草に高
い効果を示すが、広葉雑草
に弱い傾向がある。

スイセンやチューリップ、
ひまわり等の一部鑑賞花の
発芽前、植栽地を除く樹木
等の周辺地に散布可。土壌
が乾燥しているときは灌水
する。

スルホニル
ウレア系

ハロスルフロ
ンメチル

2 インプールDF 水和剤 75% 普 ○ ○ ○
カヤツリグサ科の一
年生・多年生の広葉
雑草

○ ○ ○

カヤツリグサ科の広葉雑草
に選択性。持続性は春処理
で90日、秋処理で120～
150日。

広葉雑草の生育初期に有
効。イネ科植物には効果が
ない。

カーバメー
ト系

アシュラム 18 アージラン 液剤 37% 普 〇 ○ 〇
一年生雑草
多年生雑草

○ ○ 〇 〇

土壌中に長く残らない。
高薬量で使用すると難防除
雑草のスギナ、セイタカア
ワダチソウ、ギシギシ類に
も効果。

植栽地を除く樹木等の周辺
地に雑草茎葉散布する。砂
壌土、砂土では薬害が生じ
やすいため注意。

（凡例） ○：病害に適用登録がある（有効）　　△：特定の種で適用登録がある　
（注） 手取りでは困難な場合において、限定した範囲に使用する。散布薬液が乾くまで立入禁止措置をとる。

「HRACコード」：除草剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する
「製剤毒性」：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字（「特」「毒」「劇」）を、指定されていないものは「普」と表記

※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A～Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が
　掲載されているため、使用時にはこちらを参照すること

一年生イネ科雑草｡
（メシビバﾞ、スズメ
ノカタビラ他）

ジニトロア
リニン系 ベスロジン

3

スベリヒユ、ハコベ等のイ
ネ科以外の一部雑草にも効
果。土中での移動が少な
く、芝生の根からの吸収害
がない。

薬量を低くすると抑草期間
が短くなる。十分に活着し
た芝に使用する。



【除草剤：発芽後処理剤（主に茎葉処理）】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用する

グループ 一般名
HRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生
地

樹
木
等

雑
草
発
生
前

雑
草
発
生
始
・
初
期

雑
草
生
育
期

芝
の
休
眠
期
に
限
定
使
用
等

広
葉
雑
草

イ
ネ
科
雑
草

広
葉
雑
草

ハ
マ
ス
ゲ
・
ヒ
メ
ク
グ

イ
ネ
科
雑
草

特
に
有
効
な
雑
草
種

効
果
の
劣
る
雑
草
種

イミダゾリ
ノン系

イマザピル 2
ケイピンエー
ス

液剤 - 普 ○ ○
クズ
木本性つる植物

クズ ○

クズ枯殺の専用剤。
DNA合成及び細胞分裂
を阻止して、枯死させ
る。

クズ等の根株､又はなる
べく根元に近い茎に適
当な穴を開けて差し込
む。

ピリミジニ
ルベンゾ
エート系

ビスピリバッ
クナトリウム
塩液剤

2
グラスショー
ト液剤

液剤 3% 普 〇 〇 〇
一年生雑草、つる植
物（草丈抑制、一部
枯殺効果）

〇 抑 抑 抑 抑
一年生イネ科
雑草

草丈抑制効果。
一年生広葉雑草やギシ
ギシ、クズなどには枯
殺効果もある。
一年生イネ科雑草には
抑草効果が短くなる。

果樹および有用植栽木
の近くでの使用は避け
る。

フルセトスル
フロン

ブロードケア
顆粒水和剤

水和剤 50% 普 〇 〇 △ 〇
一年生雑草、多年生
広葉雑草、クズ、メ
リケントキンソウ

〇 〇 〇
イネ科雑草が多い時は
効果が劣る時がある。

フラザスルフ
ロン

シバゲンDF 水和剤 25% 普 〇 〇 △ 〇
一年生雑草、多年生
広葉雑草等

〇 〇 〇 〇 スズメノヒエ

イヌホオズ
キ、オオイヌ
ノフグリ、セ
イヨウタンポ
ポ、ツユクサ

ホラムスルフ
ロン

トリビュート
ＯＤ

水和剤 2.2% 普 〇 〇 〇
1年生雑草
多年生広葉雑草

〇 〇 〇

スズメノカタ
ビラ
スズメノヒエ
チガヤ

OD製剤は、有効成分を
油に分散し、散布時の
展着力を高める効果が
ある。

トリフロキシ
スルフロン

モニュメント
顆粒水和剤

水和剤 75% 普 〇 〇 〇 〇
1年生雑草
多年生広葉雑草等

〇 〇 〇 〇 〇
多年生イネ科雑草は、
草丈抑制による刈り取
り軽減効果となる。

クロリムロン
エチル

アトラクティ
ブ

水和剤 25% 普 △ 〇
1年生雑草
多年生広葉雑草

〇 〇 〇

スズメノカタ
ビラ
セイタカアワ
ダチソウ他

イヌホオズキ

特に残効性に優れてお
り、草種の多い秋期の
処理では春期まで十分
な抑草効果が期待でき
る。

本剤とアルカリ性の肥
料、農薬などの化学物
質とは混用しないこ
と。

メトスルフロ
ンメチル

サーベルDF 水和剤 60% 普 〇 〇 〇 △
1年生雑草
多年生広葉雑草
クズ

〇 〇 〇
タンポポ、ギ
シギシ

遅効性である。
国土交通省NETISにて
「イタチハギ、クズ、
ニセアカシア、ギンネ
ム等への防除工法」と
して登録。

雑草が完全に枯れるま
で春夏期で20～30
日、秋冬期で30～40
日程度かかるので、
誤って撒きなおさない
よう注意。

作用特性

農薬の性状
特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

異
臭
・
悪
臭
が
強
い

対象雑草種

一年生

毒
性

適用場
所 ラベル特記事項

使用上の留意点防除対象

使用時期
汚
れ
が
残
り
落
ち
に
く
い

多年生

寒地型西洋芝では薬害
を生じるので使用しな
いこと。

茎葉および根部から吸
収されて効果を発揮す
る。

2

農薬の種類

スルホニル
ウレア系



【除草剤：発芽後処理剤（主に茎葉処理）】全ての除草剤が補完的農薬であり使用条件に特に留意して限定的に使用する

グループ 一般名
HRAC
コード

（参考）
商品名

剤
型

有
効
成
分
含
有
率

製
剤
毒
性

芝
生
地

樹
木
等

雑
草
発
生
前

雑
草
発
生
始
・
初
期

雑
草
生
育
期

芝
の
休
眠
期
に
限
定
使
用
等

広
葉
雑
草

イ
ネ
科
雑
草

広
葉
雑
草

ハ
マ
ス
ゲ
・
ヒ
メ
ク
グ

イ
ネ
科
雑
草

特
に
有
効
な
雑
草
種

効
果
の
劣
る
雑
草
種

作用特性

農薬の性状
特
定
の
作
業
方
法
・
手
順
等
を
要
す
る

異
臭
・
悪
臭
が
強
い

対象雑草種

一年生

毒
性

適用場
所 ラベル特記事項

使用上の留意点防除対象

使用時期
汚
れ
が
残
り
落
ち
に
く
い

多年生
農薬の種類

MCP MCPソーダ塩 液剤 19.5% 普 ○ 〇 ○
一年生広葉雑草
多年生広葉雑草
スギナ

○ ○

セイタカアワ
ダチソウ、イ
タドリ等大型
多年生広葉雑
草

MCPP MCPP 液剤 50% 普 ○ 〇 ○
一年生広葉雑草
クローバー、スギナ

○ ○
クローバー
スギナ

MCPAイソプ
ロピルアミン
塩

ブラスコンM
液剤

液剤 40% 普 〇 〇 ○

一年生広葉雑草・多
年生広葉雑草（葉が
展開した生育初～中
期）

○ ○

タンポポ、ヨ
モギ、カタバ
ミ、チドメグ
サ他

メコプロップ
Ｐカリウム塩

スコリテック
液剤

液剤 56.5% 普 〇 〇 〇
一年生広葉雑草
多年生広葉雑草

〇 〇 〇
スギナ、チド
メグサ

カタバミ、ハ
マスゲ

△

特にツツジ類、コノテ
ガシワ、カナメモチ、
サンゴジュにかかると
薬害が発生するため注
意。

ザイトロンア
ミン

液剤 44% 普 ○ 〇 ○ ○ 　 ○
ニセアカシア
クズ、フジ等
のつる類

ザイトロン微
粒剤

粉粒剤 3% 普 ○ 〇 ○ ○ ○
クズ、落葉雑
灌木

グリホサート
イソプロピル
アミン塩

ラウンドアッ
プ

液剤 41% 普 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○

非選択性。雑草の茎葉
に散布すると根まで移
行して枯らす。樹冠下
にも使える。

グリホサート
カリウム塩

ラウンドアッ
プマックス
ロード

液剤 48% 普 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

非選択性。特性は上記
とほぼ同じであるが、
耐雨性や効力の向上な
どがあるとされる。

グルホシネー
ト

10 バスタ 液剤 18.5% 普 ○ ○ ○ ○ 一年生・多年生雑草 ○ ○ ○

非選択性。効果発現は
早い。根を枯らす力は
弱いため傾斜地を崩す
心配がない。樹冠下で
も使える。

その他 CAMA 0 キレダー 水和剤 25% 普 ○ 〇 ○ コケ類 ゼニゴケ
苔、藻類に有効な作用
をもつ。

藻類に有効。樹木に寄
生する苔には使用しな
い。

グリーン
フィールド粒
剤

粒剤 1% 普

グリーン
フィールド水
和剤

水和剤 50% 普

（凡例） ○：病害に適用登録がある（有効）　　
（注） 手取りでは困難な場合において、限定した範囲に使用する。散布薬液が乾くまで立入禁止措置をとる。

「HRACコード」：除草剤を作用機構で分類したコード。同系統の薬剤を続けて使用することで病害虫の抵抗性や耐性が生じることを防ぐために利用する
「製剤毒性」：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字（「特」「毒」「劇」）を、指定されていないものは「普」と表記

※魚毒性については、平成23年度以降に国の評価方法が変更され、A～Cの分類が廃止された。水域の生活環境動植物に対する影響等については、農薬の種類ごとに環境省ホームページに評価書が
　掲載されているため、使用時にはこちらを参照すること

アミノ酸系

9

一年生雑草・多年性
雑草・ススキ・ササ
類・落葉雑灌木等。
果樹類や林地等にも
適用

ヨシ
ササ
スギナ等

植栽地を除く樹木等の
周辺地に茎葉散布す
る。芝生地内の雑草に
は茎葉に塗布する。有
用な植物の葉にかから
ないようにする。
土壌に散布しても速や
かに土に吸着分解され
るので除草効果は期待
できない。

草花、植木等周辺の植
物には薬害を生じるお
それがあるので、かか
らないように注意す
る。

－

一年生広葉雑草・多
年生広葉雑草の新葉
展開後～生育期。ス
ギ等の造林地にも適
用

植栽地を除く樹木等の
周辺地、芝生地に全面
茎葉散布する。草花、
植木等周辺の植物には
薬害を生じるおそれが
あるので、かからない
ように注意する。

抑〇 〇 〇

（生長抑制剤）

ピリミジン
メタノール
系

フルルプリミ
ドール

トリクロピル
ピリジルオ
キシカルボ
ン酸

土壌処理剤のため、残
布後に灌水するのがよ
い。

抑 抑 抑 抑

オオバコ、ス
イバ、カタバ
ミ

ジベレリン生合成阻害
による植物の草丈抑制
効果。
樹木類には新梢伸長抑
制による剪定軽減効果
がある。
国土交通省NETISに登
録

フェノキシ
カルボン酸
系

〇

4

芝生、雑草、樹木等
（植物生長抑制効

果）

茎葉処理型の除草剤。
広葉雑草に有効、イネ
科植物に無効。選択性
作用をもつ。



【展着剤】農薬散布液に添加して使用する

グループ 一般名
（参考）
商品名

剤
型

含
有
率

有
効
成
分

製
剤
毒
性

芝
生
地

樹
木
等

適
用
農
薬

作
物
名

液状展着剤
ネオエステリ
ン

その他 30% 普 ○ ○ 各種農薬 ―

所定量を散布液に加えよくかきまぜる｡水和剤
を用いて散布液を調製する場合は､本剤の所定
量を先に加え､その後に水和剤を加えると､水な
じみがよい。

―

展着剤 アプローチBI その他 50% 普 〇 △
芝、果樹等の殺虫剤､殺
菌剤。非選択性除草剤の
登録内容の作物

― 散布液に添加する。

濡れ性を高まる一般的な展着剤と異なり、クチ
クラクラックの割れ目及び気孔から農薬を浸透
させる、より積極的な作用を持った機能性展着
剤。
一部系統の薬剤には薬害を生じる恐れがあるた
め注意。

展着剤
サーファクタ
ントＷＫ

その他 78% 普 〇 〇 除草剤専用 ― 散布液に添加する。
雑草の根部からの吸収を目的とした土壌処理型
除草剤を茎葉からも吸収させて、接触効果を高
める機能性展着剤。

展着剤 ダイン その他
20%
12%

普

石灰ﾎﾞﾙﾄﾞｰ液､銅剤､硫黄
剤､有機硫黄剤､ﾏｼﾝ油乳
剤､有機ﾘﾝ剤､ﾃﾞﾘｽ剤､ﾆｺﾁ
ﾝ剤､除虫菊剤､その他

― 散布液に添加する。 ―

展着剤 スプレイザー その他 26% 普 ○ ○

有機ﾘﾝ剤､ｶｰﾊﾞﾒｰﾄ剤等の
殺虫剤､殺ﾀﾞﾆ剤､銅剤､硫
黄剤､抗生物質等の殺菌
剤

― 散布液に添加する。 ―

グラミン 16% ―

グラミンS 24% グラミンより更に泡立ちを抑えている。

展着剤 マイリノー その他 27% 普 ○ ○
抗生物質剤､銅剤などの
殺菌剤､有機ﾘﾝ剤､ｶｰﾊﾞﾒｰ
ﾄ剤などの殺虫剤

― 散布液に添加する。
低起泡性で、散布液調製時に泡がたたないだけ
でなく、他の薬剤から発生した泡も消す作用が
ある。

クサリノー 10%

クサリノー10 50%

（凡例） ○：病害に適用登録がある（有効）　　
「製剤毒性」：「毒物及び劇物取締法」（厚生労働省）に基づく、特定毒物、毒物、劇物の指定を受けている物質についてそれぞれの頭文字（「特」「毒」「劇」）を、

    指定されていないものは「普」と表記

茎葉への展着性をよくするとともに除草効果を
安定させる。

散布液に添加する。
非選択性除草剤の登
録内容の作物

茎葉処理除草剤専用

ｼﾞｸﾜｯﾄ液剤､ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤､
ｼﾞｸﾜｯﾄ･ﾊﾟﾗｺｰﾄ液剤その
他雑草生育期処理除草剤

普展着剤 ○

使用方法 作用特性

農薬の種類 農薬の性状
毒
性

適用情報
適用
場所

―
散布液に添加する。
水に展着剤→乳剤→フロアブルや水和剤の順番
で溶かしていくのが一般的。

○

非イオン系

展着剤 その他 普 ○

有機ﾘﾝ剤､ｶｰﾊﾞﾒ-ﾄ剤等の
殺虫剤､殺ﾀﾞﾆ剤､銅剤､硫
黄剤､抗生物質剤等の殺
菌剤

その他



 

９ 個人情報等の保護に関する特約条項 

 

 

個人情報等の保護に関する特約条項 

 

発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和８・９年度スズ

メバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセンター）の契約（以下「本契約」とい

う。）に関し、受注者が、本契約に基づく業務等（以下「業務等」という。）

を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項による

ものとする。 

 

（定義） 

第１条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集

する情報のうち、次に掲げるものをいう。 

一 個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第２条

第１項に規定する個人情報をいう。） 

二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権

利利益を侵害するおそれがある情報 

三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報  
四 受注者が業務に関して知り得た個人情報 

（個人情報等の取扱い） 

第２条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当た

っては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等

の取扱いを適正に行わなければならない。 

（管理体制等の報告） 

第３条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理

及び実施体制を書面（別紙様式１）により報告し、発注者の確認を受けなけ

ればならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 

（秘密の保持） 

第４条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約

が終了し、又は解除された後も同様とする。 

（安全管理のための措置） 

第５条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（収集の方法） 

第６条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第７条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、

本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 



 

（個人情報等の持出し等の禁止） 

第８条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受

注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 

（複写等の禁止） 

第９条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記

録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の制限等） 

第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務

等について、他に委託（他に委託を受ける者が受注者の子会社（会社法（平

成17年法律第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。）である場合も含

む。以下同じ。）してはならない。 

２ 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける

者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 

３ 前２項の規定は、第１項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託す

る場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に

適用する。 

（返還等） 

第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しく

は作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要と

なったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さな

ければならない。  
２ 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注

者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能

な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者

に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、

消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 

（事故等の報告） 

第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれの

あるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めた

ときは速やかに、本契約の契約期間が１年以上の場合においては契約の始期

から６か月後の月末までに（以降は、直近の報告から１年後の月末までに）、

書面（別紙様式２）により報告しなければならない。 

２ 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管

理の状況について調査（実地検査を含む。以下同じ。）することができ、受注

者はそれに協力しなければならない。 

３ 受注者は、第１項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理

の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければな

らない。 



 

（取扱手順書） 

第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る

取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 

（契約解除及び損害賠償） 

第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契

約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 

 

 本特約条項締結の証として本書２通を作成し、発注者と受注者が記名押印の

上、各自１通を保有する（ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立

を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容

の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管する

ものとする。）。 

 

令和 年 月 日 

 

発注者 住所 

 

氏名                       印 

 

 

受注者 住所 

 

氏名                       印 

 

 
  



 

（別添） 

個人情報等に係る取扱手順書 

 

個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り

扱うものとする。 

 

１ 個人情報等の秘密保持について 

個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 

※業務終了後についても同じ 

 

２ 個人情報等の保管について 

個人情報等が記録されている書類等（紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

以下同じ。）及びデータは、次のとおり保管する。 

(1) 書類等 

受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保

管する。 

(2) データ 

① データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢメモリ、外付けハード

ディスクドライブ、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録機能を有する機

器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定す

る。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 

② ①に記載するＰＣ及び機器・媒体については、受注者が支給及び管

理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。 

 

３ 個人情報等の送付及び持出し等について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務

所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承

諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取

り扱うものとする。 

(1) 送付及び持出しの記録等 

台帳等を整備し、記録・保管する。 

(2) 送付及び持出し等の手順 

① 郵送や宅配便 

複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付

する。 

② ファクシミリ 

原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う

場合は、次の手順を厳守する。 



 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること 

③ 電子メール 

個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送

付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パス

ワードは別途通知する。 

また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアド

レスが表示されないように、「bcc」で送信する。 

④ 持出し 

運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携

行する。 

 

４ 個人情報等の収集について 

業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 

また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、

本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正

かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

５ 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的

外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

６ 個人情報等の複写又は複製の禁止について 

個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が

記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 

 

７ 個人情報等の返還等について 

① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又

は引渡しをする。 

② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合

には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元

又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、

発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 

 

８ 個人情報等が登録された通信端末の使用について 

発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用す

る場合には、次のとおり取り扱うものとする。 



 

(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 

(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき見防止フィルタの使用等）、

盗難・紛失に対する対策（通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等）

により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 

(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録（住所及び

個人を特定できる画像は登録しない。）は、業務上必要なものに限定する。 

(4) 個人情報等が含まれたメール（添付されたファイルを含む。）及び画像は、

業務上不要となり次第、消去する。 

 

９ 事故等の報告 

個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたと

きは、直ちに発注者に報告する。 

 

10 その他留意事項 

独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

第５章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 

この法律の第66条第２項において、『行政機関等から個人情報の取扱い

の委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、

滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者に

ついても本規律の適用対象となる。 

したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める

罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意された

い。 

 

  



 

令和 年 月 日 

 

株式会社＊＊＊＊＊         

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印 ※１ 

 

個人情報等に係る管理及び実施体制 
 

契約件名：令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まいセ

ンター） 

 

１ 取扱責任者及び取扱者 

 
部 署 

氏 名 取扱う範囲等 
役 職 

取扱責任者 
○○部△△課 

  
課長 

取 扱 者 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

係長 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

主任 

○○部△△課 
 ＊＊＊地区に係る～～～ 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                         

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                         

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

別紙様式１  



 

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

 

２ 管理及び実施体制図 

 

 

（様式任意） 

 

  



 

令和 年 月 日 

 

独立行政法人都市再生機構業務受託者 

株式会社ＵＲコミュニティ大阪住まいセンター 

センター長 櫻井 崇 殿 

 

株式会社＊＊＊＊＊ 

代表取締役 ＊＊ ＊＊ 印 ※１ 

 

個人情報等の管理状況 

 

次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告い

たします。 

 

 契約件名：令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去業務（大阪住まい

センター） 

 

記 

 

１ 確 認 日  令和 年 月 日 

２ 確 認 者  取扱責任者 ○○ ○○ 

３ 確認結果  別紙のとおり 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                     

連絡先（電話番号）２ ：                     

 

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事

業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、１回線の記載も可。 

 

 

以 上 

 

別紙様式２  



 

（別紙）管理状況の確認結果 

 

【管理する個人情報等】 

 

 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

１ 管理及び実施体制 

 
令和  年  月  日付けで提出した「個人情

報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及

び実施している。 

  

２ 秘密の保持 

 個人情報等を第三者に漏らしていない。   

３ 安全確保の措置 

 
個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防

止その他の適正な管理のための必要な措置を講じ

ている。 

  

《個人情報等の保管状況》 

 ① 

個人情報等が記録された電磁的記録及び書類

等は、受注者の事務所内のキャビネットなど

決められた場所に施錠して保管している。 

  

 ② 

データを保存するＰＣ及び通信端末やＵＳＢ

メモリ、外付けハードディスクドライブ、Ｃ

Ｄ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等の記録機能を有する機

器・媒体、又はファイルについては、暗号化

及びパスワードを設定している。 

  

 ③ 
アクセス許可者は業務上必要最低限の者とし

ている。 
  

 ④ 

②に記載するＰＣ及び機器・媒体については、

受注者が支給及び管理しており、私物の使用

はしていない。 

  

《個人情報等の送付及び持出し手順》 

 ① 

発注者の指示又は承諾があるときを除き、受

注者の事務所から送付又は持出しをしていな

い。 

  

 ② 
送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保

管している。 
  



 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

 ③ 

郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等

と封入文書等に相違がないことを確認し、送

付している。 

  

 ④ 

ＦＡＸについては、原則として禁止しており、

やむを得ずＦＡＸ送信する場合は、次の手順

を厳守している。 

・初めての送信先の場合は、試行送信を実施 

・送信先への事前連絡 

・複数人で宛先番号の確認 

・送信先への着信確認 

  

 ⑤ 

ｅメール等について、個人情報等は、メール

の本文中に記載せず、添付ファイルによる送

付としている。 

  

 ⑥ 
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを

設定し、パスワードは別途通知している。 
  

 ⑦ 

１回の送信において送信先が複数ある場合に

は、他者のメールアドレスが表示されないよ

うに、「bcc」で送信している。 

  

 ⑧ 

持出しについて、運搬時は、外から見えない

ように封筒やバック等に入れて、常に携行し

ている。 

  

４ 収集の制限 

 
個人情報等を収集するときは、業務を処理するた

めに必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

収集している。 

  

《個人情報等の取得等手順》 

 ① 
業務上必要のない個人情報等は取得していな

い。 
  

 ② 

業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を

取得する場合には、本人に利用目的を明示し

ている。 

  

５ 利用及び提供の禁止 

 
個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者

に提供していない。 

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

６ 複写又は複製の禁止 

 
個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を

複写し、又は複製していない。 

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 

  

７ 再委託の制限等 

 

個人情報等を取扱う業務について、他に委託（他

に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も

含む。）し、又は請け負わせていない。 

※発注者の承諾があるときを除く。 

  

【再委託、再々委託等を行っている場合】 

 再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規

定する受注者の義務を負わせている。 
  



 

  確 認 内 容 
確認 

結果 
備考 

８ 返還等 

 ①  業務上不要となった個人情報等は、速やかに

発注者に返還又は引渡しをしている。 
  

 ② 

個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シ

ュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の

方法により、復元又は判読が不可能な方法に

より消去又は廃棄している。この場合におい

て、発注者に対し、消去又は廃棄したことを

証明する書類を提出する等している 

  

９ 通信端末の使用 

 ① 
パスワード等を用いたセキュリティロック機

能を設定している。 
  

 ② 

必要に応じて、盗み見に対する対策（のぞき

見防止フィルタの使用等）、盗難・紛失に対す

る対策（通信端末の放置の禁止、ストラップ

の使用等）により、安全確保のために必要な

措置を講ずることに努めている。 

  

 ③ 

電話帳への個人の氏名・電話番号・メールア

ドレス等の登録（住所及び個人を特定できる

画像は登録しない。）は、業務上必要なものに

限定している。 

  

 ④ 

個人情報等が含まれたメール（添付されたフ

ァイルを含む。）及び画像は、業務上不要とな

り次第、消去している。 

  

10 事故等の報告 

 
特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れのあることを知ったときは、直ちに発注者に報

告し、指示に従っている。 

  

11 取扱手順書の周知・徹底 

 個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周

知・徹底を行っている。 
  

12 その他報告事項 

 

（任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。） 

※ 確認結果欄等への記載方法 

確認結果 記載事項 

適切に行っている ○ 

一部行っていない △ 

行っていない × 

該当するものがない － 

＊「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 



10 提出書類(様式) 

（様式１－１） 

本競争に必要な「役務提供」の登録状況（申請日時点）：以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり 

□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加（該当する場合、登録番号を記載） 

□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載 

 

競争参加資格確認申請書 

                                                    令和    年    月    日 

    独立行政法人都市再生機構業務受託者  

株式会社ＵＲコミュニティ 大阪住まいセンター 

センター長 櫻井 崇 殿 

 

                                         住        所 

                                         商号又は名称 

                                         代表者氏名                          

 

令和７年 12 月 18 日付けで公示のありました「令和８・９年度スズメバチ等の巣撤去

業務（大阪住まいセンター）」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を

添えて申請します。 

なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当す

る者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 会社概要書   様式１-2（添付資料を含む。） 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

※有資格者名簿は機構 HP（https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html）に掲載して

いるので、該当部分を印刷して添付または登録番号を記載すること。 

 

登録番号        



 
 

（様式１－２） 

 

 

会  社  概  要  書 

 

商号又は名称、代表者名  

設 立 年 月 日  

本  店 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ)  
 

最 寄 り 

の 支 店 

営 業 所 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

所在地  

電話番号 

(ＦＡＸ) 
 

注）会社案内等を添付してください。 

 

 
 
 


